
１　総括 

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。 
２　職員数は、平成１８年４月１日現在の人数である。 

（３) 特記事項
　 給与の抑制措置の状況 

１８年度 千円 千円 　　　　　千円 

一人当たり給与費 

6,434 

千円 千円 千円 

Ｂ／Ａ 

内　　　　容 

１７年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％ 

29.4 124,398 

人　

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり 職員数

　　　　　　Ａ 期末・勤勉手当 

人 件 費 率 区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ 

住民基本台帳人口

　　　　　（平成１８年度末） 

実 質 収 支 （参考） 

区　　分 

29.2 

１８年度 　　　　　　　千円 　　　　　千円

　　　　　　Ｂ

　　　　　　％ 

（参考）類似団体平均 

木更津市の給与・定員管理等について 

1,073,371 8,832,105 

給与費 B/A

　　　　　千円 

30,259,975 

人 件 費 

人 

職員手当 　　計　　Ｂ 

953 4,071,153 686,098 1,652,896 6,410,147 

給　 料 

6,726 

平成１７年４月１日～平成２２年３月３１日 支給額１０％引下げ 

平成１７年４月１日～ 役職加算率引下げ　１０％→５％ 

区　　分 抑制措置 実施期間 

特別職 期末手当の減額 

平成１７年４月１日～ 

役職加算率引下げ 

８～５級　１０％→５％ 

４～３級　　５％→2.5％ 

一般職 

管理職手当の減額 平成１７年４月１日～ 支給率の引下げ　16.7％～37.5％ 

期末勤勉手当の減額 
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(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。 

【参考】 
（平成19年４月１日現在） 

（注） 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

H19.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの 
※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水 
準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。 

104.9 

(H14) 
101.2 

(H14) 
100.8 

(H14) 
102.9 

(H19) 
99.9 

(H19) 
97.7 

(H19) 
97.9 

90 

95 

100 

105 

木更津市 類似団体平均 全国市平均 
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況 
(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１９年４月１日現在）

　　　　①一般行政職 

歳 円 円 円 

歳 円 円 円 

歳 円 円 

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職 

参考 

-

1.20 

1.62 

1.39 

- 

- 

- 

うち学校給食員 6,386,208円 3,953,000円 

うち清掃職員 5,800,844円 4,192,600円 

うち学校給食員 51.4歳 15人 

1.62 

うち用務員 6,007,778円 3,284,300円 1.83 

1.38 

木更津市 - - - 

- 

区分 

参考 

年収ベース（試算値）の比較 

公務員 民間 
C/D 

（C） （D） 

360,099円 344,491円 - - 類似団体 46.9歳 107人 322,904円 

282,300円 

国 48.8歳 5,193人 287,094円 - 320,514円 - - - 

391,575円 386,650円 調理士 43.1歳 354,273円 

299,800円 

うち用務員 51.1歳 34人 329,429円 369,105円 365,309円 用務員 53.9歳 227,200円 

359,145円 354,129円 廃棄物処理業従業員 43.3歳 うち清掃職員 42.0歳 59人 308,510円 

364,155円 - - - 木更津市 46.1歳 128人 323,754円 

区分 

公務員 民間 

平均年齢 職員数 平均給料月額 
平均給与月額 平均給与月額 

平均給与月額 

（国ベース） 

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 

木更津市 

418,379 類似団体 

国 

44.7 363,327 

― 40.7 

A/B 
（A） （国ベース） （B） 

平均年齢 
平均給与月額 

368,954円 

（注） １「平均給料月額」とは、平成19年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。 
２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのす 
べての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の 
手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。 

325,724 

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成16～18年の３ヶ年平 
均） 
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致している 
ものではない。 
※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員にお 
いては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。 

383,541 

対応する民間 
の類似職種 

382,037 

412,308 

441,528 

345,869 

千葉県 

43.8 

46.3 

平均給与月額 

448,459 

448,059 

382,719 

- 380,725円 - - 千葉県 49.4歳 899人 360,135円 330,096円 
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（2) 職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在） 

円 円 円 

円 円 円 

円 円 － 

－ 円 － 

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在） 

円 円 円 

円 円 円 

－ 円 円 

－ － － 

170,200 

142,800 138,400 

354,020 

大　学　卒 

高　校　卒 

高　校　卒 技能労務職 

一般行政職 

176,800 

高　校　卒 

382,525 

国 千葉県 

275,800 

291,775 

259,450 

176,800 

337,913 

270,975 

一般行政職 

区　　　　分 

大　学　卒 

木更津市 区　　　　　分 

142,800 

142,800 

中　学　卒 

131,500 

高　校　卒 

中　学　卒 

経験年数13年 

142,800 技能労務職 

381,217 

経験年数22年 経験年数１6年 
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３　一般行政職の級別職員数等の状況 
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在） 

（注）１　木更津市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 

２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 

92

22 

2.4

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 

13.5 

37.6 

課長、副課長、主幹

　　　　　　　　人 

25 

６級 

８級 

区　　分 

７級 次長、参事 

部長、部参事 

副主幹

　　　　　　　　％ 

18.0 

構成比

　　　　　　　　％ 

2.9 

標準的な職務内容 職員数

　　　　　　　　人 

15 

５級

　　　　　　　　人 

84

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人 

12

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％ 

4.9

　　　　　　　　％ 

16.4 

３級 主任主事、主任技師 

４級 主査 

２級
　　　　　　　　人 

事務員、技術員 

主事 

１級 
4.3

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％ 

192 

69 

１級 
4.3% 

１級 
3.1% 

１級 
1.6% 

２級 
2.4% 

２級 
2.5% 

２級 
2.5% 

３級 
13.5% 

３級 
15.9% 

３級 
22.5% 

４級 
37.6% 

４級 
35.2% 

４級 
42.4% 

５級 
18.0% 

５級 
19.3% 

５級 
14.0% 

６級 
16.4% 

６級 
15.1% 

６級 
10.2% 

７級 
4.9% 

７級 
5.8% 

７級 
4.7% 

８級 
2.9% 

８級 
3.1% 

８級 
2.1% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

平成１９年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況 
ア　勤務成績の評定の実施状況
　地方公務員法第40条に基づき、毎年11月1日を評定日として全職員に対して勤務成績の評定を実施。
　（内容の詳細については、木更津市職員勤務成績評定に関する規程を参照） 

イ　昇給への勤務成績の反映状況
　一般職について、勤務評定により5段階（A～E）の評価を実施し、その評価結果に基づき、昇給区分（5号給以上～3号給以 
下）を決定。
　平成19年4月1日の昇給においては、標準区分（4号給）に決定された者が97％、下位区分（3号給以下）に決定された者が 
0.3％であった。
　なお、今後能力・実績を重視した人事評価システムの確立に向け取り組んでいく。 
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４　職員の手当の状況 

（1) 期末手当・勤勉手当 

千円 千円 

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合） （１８年度支給割合） 

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 

月分 月分 月分 月分 月分 月分 

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算 2.5％～5％ 役職加算 5％～20％ 役職加算 5％～20％ 

管理職加算 15％・25％ 管理職加算 

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

（2) 退職手当（平成１９年４月１日現在） 

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 

その他の加算措置 その他の加算措置 

（退職時特別昇給） 

勤続25年以上 

（勧奨退職の場合 ４号給） 

１人当たり平均支給額 自己都合 千円 

勧奨 千円 

定年 千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。 

10％～25％ 

3.00 1.45 

59.28 

定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 

33.50 41.34 

47.50 59.28 

59.28 

国 

― １人当たり平均支給額（１８年度） １人当たり平均支給額（１８年度） 

国 木更津市 

1.60 

41.34 

59.28 

現在、人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律の支給（72.5／100）を行った。 

1.60 0.75 

23.50 30.55 

0.75 

23.50 

木更津市 千葉県 

1,789 

0.75 

3.00 

1.60 

13,210 

25,772 

定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 

3.00 1.45 

1,945 

1.45 

47.50 

30.55 

33.50 

59.28 

27,260 

59.28 
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(3) 地域手当 

（平成１９年４月１日現在） 

千円 

千円 

％ 人 ％ 

（２２年度の制度完成時） 

％ ％ 

(注） 

0 

支給対象職員数 

987 

国の制度（支給率） 支給率 

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 

支給実績（１８年度決算） 

5 木更津市 

国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８ 
年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。 

232,208 

支給対象地域 支給率 国の制度（支給率） 

支給対象地域 

229,455 

木更津市 5 0 
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(4) 特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在） 

千円

　円

　％ 

28 種 

日額200円 

社会福祉事務に従事する職員 
月11日以上老人保護福 
祉業務に従事 

特殊車両の運転業務 日額200円 

駆虫剤の散布に従事 日額250円 

不快な業務に従事する職員 公衆便所の清掃等 

税務事務に従事する職員 

深所作業手当 深所業務に従事する職員 深所（3ｍ以上）作業 

劇物取扱業務手当 
保健衛生及び公害並びに下水道 
事務に従事する職員 

災害対策本部業務手当 災害対策業務に従事する職員 

結核患者接触業務手当 
保健衛生及び公害並びに下水道 
事務に従事する職員 

行旅病人取扱業務手当 社会福祉事務に従事する職員 

市税徴収事務手当 

7,058 

高所（10ｍ以上）作業 日額200円 

行旅死亡人の取扱業務 １件当たり1,500円 

16.8 

日額400円 

劇物の検査、科学分 
析、試験等 

日額250円 

日額250円 

月11日以上生活保護業 
務に従事 

廃棄物収集処理作業手 
当 

日額250円 

廃棄物の収集運搬又は 
終末処理の作業に従事 

支給実績（１８年度決算） 

社会福祉事務に従事する職員 

感染症予防等処理作業 
手当 

保健衛生及び公害並びに下水道 
事務に従事する職員 

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 

社会福祉事務に従事する職員 

高所作業手当 

清掃作業手当 

生活保護業務手当 月額3,500円 

ｸﾚｰﾝ付貨物車、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ又はｼｮ 
ﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ運転に従事する職員 

災害応急措置等の現地 
作業 

結核患者に接する業務 

不快な業務に従事する職員 

高所業務に従事する職員 

感染症患者の移送、発 
生場所の消毒等 

毒物取扱業務手当 
保健衛生及び公害並びに下水道 
事務に従事する職員 

毒物の検査、科学分 
析、試験等 

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度） 

主な支給対象職員 

手当の種類（手当数） 

主な支給対象業務 

行旅死亡人取扱業務手当 

手当の名称 

41,515 

心身障害者福祉業務手 
当 

社会福祉事務に従事する職員 
月11日以上心身障害者 
福祉業務に従事 

月額3,500円 

害虫駆除作業手当 不快な業務に従事する職員 

日額200円 

行旅病人の取扱業務 １件当たり500円 

直接滞納者を訪問して 
の徴収事務 

日額300円 

老人保護福祉業務手当 

自動車運転手当 

日額500円 

日額250円 

左記職員に対する支給単価 

月額3,500円 
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保育料徴収業務手当 児童福祉事務に従事する職員 
直接滞納者を訪問して 
の徴収事務 

日額300円 

公共下水道事業受益者 
負担金及び使用料徴収 
業務手当 

公共下水道事業受益者負担金及 
び使用料徴収事務に従事する職 
員 

直接滞納者を訪問して 
の徴収事務 

日額300円 

地域汚水処理場使用手 
数料徴収業務手当 

地域汚水処理場使用手数料徴収 
事務に従事する職員 

直接滞納者を訪問して 
の徴収事務 

日額300円 

介護保険料徴収業務手 
当 

介護保険料徴収事務に従事する 
職員 

直接滞納者を訪問して 
の徴収事務 

日額300円 

年末年始手当 
年末年始特別の業務等に従事す 
る職員 

廃棄物収集運搬等 日額5,000円 

月額3,000円 

建築主事業務手当 建築主事の資格を有する職員 
資格を有するものが月 
11日以上従事 

月額3,500円 

資格を有するものが月 
11日以上従事 

救助作業手当 
消防及び救急業務に従事する職 
員 

消防の救助隊員が救助作業に従事 

消防の救助隊員以外が救助作業に従事 

月額3,000円 

消防及び救急業務に従事する職 
員 

10ｍ以上の高所、3ｍ以 
上の深所での消火作業 

日額200円 

1級建築士の設計及び 
工事監理業務 

日額250円 

資格を有するものが月 
11日以上従事 

月額3,000円 

ボイラー技士の資格を有する職員 

電気主任技術者業務手 
当 

電気主任技術者の資格を有する 
職員 

1級建築士の資格を有する職員 

ボイラー取扱作業主任 
者業務手当 

特別消火作業手当 

1級建築士業務手当 

日額300円 
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(5) 時間外勤務手当 

千円 

千円 

千円 

千円 

（6) その他の手当（平成１９年４月１日現在） 

・借家の場合 

扶
養
手
当 

・配偶者　13,000円 

・配偶者以外の扶養親族 

・満16歳の年度始めから満22歳の年度末 
までの子がいる場合の加算額

　２人目から 　1人　　6,000円 

（ただし、扶養親族でない配偶者がある場 
合の1人目は6,500円、配偶者がない場合 
の1人目は11,000円） 

1人につき　　　5,000円

　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 

・自宅の場合 

6,000円 

使用距離に応じて4,700円～24,500円支給 

通
勤
手
当 

・電車、バスを利用する場合 

全額支給 

・乗用車等を使用する場合 

同じ 

国は、使用距 
離に応じて 
2,000円～ 
24,500円支 
給 

異なる 
国は、定期代 
55,000円まで 
は全額支給 

異なる 

国は、自宅の 
場合新築・購 
入後5年間 
2,500円 

異なる 

同じ 

正規の勤務時間として、午後10時から翌 
日午前5時までの間に勤務した職員に支 
給

　給料月額×支給割合（5/100～10/100） 

異なる 

国の制度と 

108,298円 

102,699円 

375,841円 

124,781千円 226,875円 

80,652千円 87,475円 

86,781千円 

109,746千円 

13,429千円 

夜
間
勤
務
手
当

　勤務1時間当たりの給与額×25/100× 
勤務時間数 

住
居
手
当

管
理
職
手
当 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

支給実績 
平均支給年額 

国の制度 
との異同 

同じ 

国の支給割 
合は 
（8/100～ 
25/100） 

（１８年度決算） 

66,349 

支給職員１人当たり 
異なる内容 

64,321 

内容及び支給単価 

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 64 

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 

手

　

当

　

名 

（１８年度決算） 

64 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ７ 年 度 決 算 ） 
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５　特別職の報酬等の状況（平成１９年４月１日現在） 

円 円／ 円 

円 円／ 円 

円 円／ 円 

円 円／ 円 

円 円／ 円 

月分 

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期） 

在職月数×35/100 円 

在職月数×25/100 円 

(注） 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月） 
勤めた場合における退職手当の見込額である。 

286,400 

備　　　　考 

4.45 

市 長 

副 市 長 

副 議 長 

議 員 

4.45 

退
職
手
当 

市 長 

副 市 長 

議 員 

副 市 長 

区 分 給 料 月 額 等 

給

料 

（参考）類似団体における最高／最低額 

450,000 1,080,000 

490,000 

期
末
手
当 

議 長 

議 長 

報

酬 

副 議 長 

市 長 

431,000 

369,000 538,000 

820,000 840,000 350,000 

470,000 

530,000 623,000 

任期毎 

任期毎 

16,128,000 

9,840,000 

450,000

　　（１８年度支給割合）

　　（１８年度支給割合） 

960,000 
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６　職員数の状況 

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由 
（各年４月１日現在） 

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（類似団体の人口10,000人当たり職員数 人） 

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（類似団体の人口10,000人当たり職員数 人） 

人口10,000人当たり職員数　　　　　　　　　　 人 

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。 

83.92 

＜参考＞ 
合　　計 1,073 1,044 ▲ 29 

[1,293] [1,293］ [ －       ］ 

0 

5 介護保険業務（地域包括支援センター）拡充 

▲ 4 水道関係業務見直し 

下水道 22 21 ▲ 1 下水道関係業務見直し
　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門 

水道 60 56 

その他 37 42 

小　計 119 119 

78.36 

小　計 954 925 ▲ 29 ＜参考＞ 

74.35 

消防部門 171 171 0 

55.75 

教育部門 177 166 ▲ 11 
公民館館長の非常化 
調理員・用務員の退職者不補充 

計 ＜参考＞19年3月31日現在人口124,398人 

47.26 

606 588 ▲ 18 

福祉関係業務見直しによる減員 

衛生 115 110 ▲ 5 清掃関係業務見直しによる減員 
民生 131 127 ▲ 4 

商工業務見直しによる減員 

土木 102 101 ▲ 1 土木関係業務見直しによる減員 
商工 12 11 ▲ 1 

23 22 ▲ 1 農林水産業務見直しによる減員 
66 62 ▲ 4 納税業務見直しによる減員 
149 147 ▲ 2 民間委託・指定管理者制度導入による減員 

主 な 増 減 理 由 
平成18年 平成19年 

普
通
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

議会 8 8 0 

職 員 数 対前年 
増減数 

総務 
税務 

農林水産

　　　　　　　　区　　分

　部　　門 

13



（2)年齢別職員構成の状況（１９年４月１日現在）

　

186 130 0 1,044 

人 

2 18 27 58 105 143 85 123 167 

人 人 人 人 
職員数 

人 人 人 人 人 人 人 人 

51歳 55歳 59歳 以上 35歳 39歳 43歳 47歳 未満 23歳 27歳 31歳 

～
 

～
 計 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

48歳 52歳 56歳 60歳 

区　分 

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

構成比 

５年前の構成 
比 

% 
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(3)定員管理の数値目標及び進捗状況 

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

人 人 人 ％ 

※　教育長1人を含めず、派遣職員2人を含む 

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

（各年４月１日現在） 

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。 
２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以
　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。 

▲138 

959 

増 減 ▲24 ▲ 29 

＿ 

▲53（38.4％） 

▲9 

計 職員数 1,097 1,073 1,044 

▲1(11.1%) 

＿ 108 

等 会 計 増 減 ▲1 

119 公 営 企 業 職員数 120 119 

851 

増 減 ▲23 ▲ 29 ▲52（40．3％） ▲129 
普通会計 

職員数 977 954 925 ＿ 

＿ 

増 減 1 1 

171 消　防 職員数 170 171 

増 減 ▲6 ▲ 11 ▲ 17 

教　育 職員数 183 177 166 ＿ 

＿ 

増 減 ▲18 ▲ 18 ▲ 36 

588 一般行政 職員数 624 606 

17年～22年 （参考） 

計画始期 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 計 数値目標 

平成16年4月1日 平成22年4月1日 総職員数９６０人

　　　　　　　　　区　　分 

部　　門 

１７年 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 

138 12.6 

(参考）木更津市行政経営アドバンスプランにおける定員管理の数値目標 

計画期間 

数値目標 
始　期 終　期 

職員数 職員数 

1,097 959 

平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数 純減率 
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７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
　① 職員給与費の状況 
ア　決算 

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。 
２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。 

イ　 特記事項 

空欄としている事項については、後日掲載予定 

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１９年４月１日現在） 

歳 円 円 

歳 円 円 

歳 円 

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。 

③ 職員の手当の状況 

ア　期末手当・勤勉手当 

千円　 千円　

（平成１７年度支給割合） （平成１７年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当 

月分 月分 月分 月分 

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 

（加算措置の状況） （加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

役職加算 2.5％～5％ 役職加算 2.5％～5％ 

（注）　(　 )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

3.00 

1.60 

3.00 

1.60 

1.45 

0.75 

平均月収額 

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 

千円　

45.3 

％

　　計　　Ｂ 

12.0 

期末・勤勉手当 

12.2 

442,360 

375,666 

1.45 

0.75 

１人当たり平均支給額（平成１８年度） 

46.2

　　　　　　区　　分 

１８年度 

区　　分 総費用 純損益又は実 総費用に占める 

木更津市 

％ 

千円 

572,943 

992,881 

（参考）類似団体平均 

一人当たり給与費 

一人当たり

　　　　給与費 　　B/A 

１７年度の総費用に占 職員給与費比率 

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

千円 

7,372 

一般行政職 

木 更 津 市 417,866 

1,789 

614,388 

6,895 

基本給 

113,653 51,557 

千円 

1,894 

442,359 

１人当たり平均支給額（平成１８年度） 

団 体 平 均 

64.0 

平　均　年　齢 

事 業 者

　　　　　千円 

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 

千円 

3,635,749 92,183 

60 277,150 

千円　

１８年度 人 千円

　　　　千円 

区　　分

　質収支 

Ａ 
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イ　退職手当（平成1９年４月１日現在） 

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分 

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分 

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分 

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分 

その他の加算措置 その他の加算措置 

（退職時特別昇給） （退職時特別昇給） 

勤続25年以上 勤続25年以上 

（勧奨退職の場合 ４号給） （勧奨退職の場合 ４号給） 

１人当たり平均支給額 自己都合 千円 １人当たり平均支給額 自己都合 千円 

勧奨 千円 勧奨 千円 

定年 千円 定年 千円 

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。 

ウ　地域手当 

（平成１９年４月１日現在） 

千円

円 

％ 人 ％ 

（２２年度の制度完成時） 

％ ％ 

(注） 

59.28 

23.50 30.55 

33.50 41.34 

47.50 

一般行政職の制度（支給率） 

14,555 

242,593 

13,210 

27,260 

25,772 

支給対象職員数 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算） 

0 

0 

5 

0 

47.50 59.28 

59.28 

23.50 30.55 

33.50 41.34 

定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 

支給実績（平成１８年度決算） 

59.28 

木更津市 一般行政職 

59.28 59.28 

国の制度では、平成２２年度での完成を目指して、平成１８年度から 
支給率を段階的に引き上げることとしている。 

定年前早期退職特例措置（２％～20％加算） 

木更津市 5 56 

支給率 支給対象地域 

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率） 

木更津市 5 5 
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エ　特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在） 

千円

　円

　％ 

種 

オ　時間外勤務手当 

千円 

千円 

千円 

千円 

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。 

手当の種類（手当数） 10 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成１８年度） 53.3 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成１８年度決算） 

支給実績（平成１８年度決算） 

劇毒物取扱手当 浄水作業・水質検査に従事した職員 浄水作業・水質検査 日額２５０円 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

16,922 

１件３００円 

集金手当 徴収事務に専従する職員 直接滞納者を訪問徴収 日額３００円 

給水停止手当 給水停止処分を執行した職員 

年末年始手当 年末年始に業務した職員 監視等運転業務 １回５，０００円 

高所作業手当 高所作業に従事した職員 高さ10ｍ以上の高電圧作業　 日額２００円 

深所作業手当 深所業務に従事した職員 深さ３ｍ以上深所作業 日額２００円 

高電圧作業手当 高電圧作業に従事した職員 6,000V以上の高電圧作業 日額２００円 

緊急呼出手当 緊急呼出を受け業務に従事した職員 勤務時間外退庁後緊急呼出業務 １回１，０００円 

災害対策業務 災害対策本部に従事した職員 広報活動又は応急措置等の現場作業 日額４００円 

被災地救援手当 被災地へ救援派遣した職員 被災地救援事務 日額５，０００円 

1,015 

207 

支 給 実 績 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ） 

給水停止業務 

108 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ８ 年 度 決 算 ） 

支 給 実 績 （ 平 成 １ ７ 年 度 決 算 ） 

5,190 

10,167 

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 平 成 １ ７ 年 度 決 算 ） 
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カ　その他の手当（平成１９年４月１日現在） 
手

　

当

　

名 

国の制度 国の制度と 
内容及び支給単価 との異同 異なる内容 

支給実績 支給職員１人当たり 
（１８年度決算） 平均支給年額 

扶
養
手
当 

・配偶者　13,000円 

同じ 9,159千円 

・配偶者以外の扶養親族

　２人目から 　1人　　6,000円 

（ただし、扶養親族でない配偶者がある場 
合の1人目は6,500円、配偶者がない場合 
の1人目は11,000円） 

・満16歳の年度始めから満22歳の年度末 
までの子がいる場合の加算額 

1人につき　　　5,000円 

住
居
手
当 

・借家の場合 
同じ

　家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 

・自宅の場合 

異なる 

6,000円 

5,454千円 

通
勤
手
当 

・電車、バスを利用する場合 
異なる 

国は、定期代 
55,000円まで 
は全額支給 

4,512千円 

全額支給 

・乗用車等を使用する場合 

異なる 

国は、使用距 
離に応じて 
2,000円～ 
24,500円支 
給 

99,163円 

90,255円 

夜
間
勤
務
手
当 

正規の勤務時間として、午後10時から翌 
日午前5時までの間に勤務した職員に支 
給 

同じ
　勤務1時間当たりの給与額×25/100× 
勤務　　　時間数 

400,397円 

1,541千円 192,741円 

国は、自宅の 
場合新築・購 
入後5年間 
2,500円 

異なる 

企
業
手
当 

・管理職手当を受けない職員で11日以上勤務 

給料月額　2.0％　最高　7,000円 
4,243千円 

4,804千円 

（１８年度決算） 

247,540円 

88,400円

　給料月額×支給割合（5/100～10/100） 

管理又は監督の地位にある職員に支給 

使用距離に応じて4,700円～24,500円支給 

国の支給割 
合は 
（8/100～ 
25/100） 

管
理
職
手
当 
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④定員管理の数値目標及び進捗状況 

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標 

人 人 人 ％ 

（参考）木更津市行政経営アドバンスプランにおける定員管理の数値目標 

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要 

→6(3)②を参照 

10 

職員数 職員数 

平成 16年 4月 1日 平 成 22 年 4 月 1 日 職員数54人 

純減率 

数　値　目　標 
始　期 終　期 

純減数 平成17年4月1日 平成22年4月1日 

60 54 6 

計画期間 

20


